


令和８年度分保険料から徴収が始まります。

福岡市国民健康保険における子ども・子育て支援金分保険料の料率は

所得割０.２８％、 均等割１,０３９円、平等割９１１円です。
※　徴収開始時期や金額については、保険料の納入（決定）通知書でご確認ください。

※　１８歳未満被保険者（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者）については、

均等割額が全額軽減されます。


